
水道メーター検針員の公募について 
 

名 称 愛南町水道事業料金徴収業務 

職務の内容 水道メーターの検針に係る事務 

検 針地 域 城辺地域 （松本、久保、鳥越、三島、土居、日土、小屋ノ浦、大寿

浦、真浦、西真浦、新浦） 750件程度 

※検針地区・件数については相談に応じます。 

報 酬 等 月額委託料 基本料金5,500円 

（50件までは基本料金内、以降 65円/件） 

交通費支給 無 

公 募 人 数 若干名 

任 期 令和８年５月検針から令和９年３月 

契約満了後は状況に応じて継続契約 

資 格 要 件 1.原動機付自転車以上の運転免許取得者 

2.本町に住所を有する方（但し未成年者は除く。） 

身 体 要 件 職務遂行上支障のない良好な健康状態の方 

そ の 他 次のいずれにも該当しない方 
（愛南町水道事業料金等徴収事務委託規程第４条の欠格条項） 

（１）心身の障害又は虚弱のため徴収事務を履行するに必要な適格性

を欠くと認められる者 

（２）禁固以上の刑に処せられた者 

（３）破産の宣告を受けた者 

受 付 期 間 令和８年５月1日（月）～５月18日（月） 

提 出 書 類 （1）履歴書 

（2）町税等の滞納がない旨の申出書 

（履歴書持参時に記入、印鑑必要） 

なお、一度提出された書類の返却はしません。 

提 出 方 法 愛南町水道課へ持参（原則 本人） 

公 募 方 法  

問い合わせ 愛南町水道課 0895-72-0835 

 

 

 


